
瀬谷区寄り添い型学習支援事業業務委託 評価委員会 評価指標 

 ● 評価：Ａ（５点）、Ｂ（３点）、Ｃ（１点）、Ｄ（０点） ● 評価点数 = 評価 × 重要度  

 

項目 評価 基準 
評価 

(ＡＢＣＤ) 
重要度 

評価 

点数 
最高点 

判断 

材料 

１ 

業
務
実
施
方
針 

(1) 寄り添い型学習

支援事業を取り巻く

現状や理念、考え方に

ついて 

（寄り添い型学習支

援事業への理念や考

え方が優れている

か。） 

Ａ 

次のすべてに該当する。 

 ×２  10 
様式 

７-１ 

 国や本市の動向を踏まえ、生活保護世帯等

の子育ての現状や課題を十分理解してい

る。 

 学習支援や相談支援に対する理念や考え

方を十分有していると認められる。 

 生活保護世帯等の子どものおかれた生活

や学習環境について、瀬谷区の地域特性を

ふまえ十分把握している。 

Ｂ Ａの中で、いずれか２つに該当する。 

Ｃ Ａの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ 全く該当しない。 

(2)寄り添い型学習支

援事業の業務実施方

針について 

（子どものおかれた

生活環境を踏まえた

学習支援事業の実施

方針が適切である

か。） 

Ａ 

次のすべてに該当する。 

 ×２  10 
様式 

７-２ 

 学習支援及び相談支援の実施方針が明確

かつ適切である。 

 実施方針を踏まえた事業運営の考え方が

具体的かつ効果的である。 

 学習支援により子どもの目標とする状態

が明確かつ具体的な取組がある。 

Ｂ Ａの中で、いずれか２つに該当する。 

Ｃ Ａの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ 全く該当しない。 

２ 

業
務
実
施
内
容
と
実
施
手
法 

(1) 高等学校への進

学を目的とした個別

学習支援の取組につ

いて 

（進学に関する支援

の視点で、対象者の学

力把握や学習支援計

画等の方針が優れて

いるか。） 

Ａ 

次のすべてに該当する。 

 ×２  10 
様式 

８-１ 

 対象者の学力把握及び授業の効果測定に

ついて、優れた工夫が見られる。 

 対象者の学力に沿った教材が準備されて

いる。 

 対象者の個々の実情に応じた学習支援計

画や進行管理方法、スタッフ間の情報共有

が、具体的かつ実効性がある。 

 対象者の個々の実情に応じた支援スタッ

フの配置がされている。 

Ｂ Ａの中で、いずれか２つ～３つに該当する。 

Ｃ Ａの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ 全く該当しない。 

(2) 学習等に関する

相談支援、情報の収集

及び対象者と保護者

への提供について 

（相談支援のための

体制づくり、学習支援

に関する情報の収集

及び提供、区役所との

情報共有についての

考え方が優れている

か。） 

Ａ 

次のすべてに該当する。 

 ×２  10 
様式 

８-２ 

 対象者や保護者からの学習及び進学等に

関する相談への対応方法が、具体的かつ実

効性がある。 

 対象者が進学や進級するために必要な情

報の収集方法が、具体的かつ実効性があ

る。 

 対象者や保護者に、情報等を提供するため

の方法が優れている。 

 区役所と情報共有して事業を実施する仕

組みについて、優れた工夫が見られる。 

Ｂ Ａの中で、いずれか２つ～３つに該当する。 

Ｃ Ａの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ 全く該当しない。 

 

 



項目 評価 基準 
評価 

(ＡＢＣＤ) 
重要度 

評価 

点数 
最高点 

判断 

材料 

２ 

業
務
実
施
内
容
と
実
施
手
法 

(3) 生きる力を身に

付けるための講座や

課外活動等の実施に

ついて 

（子どもたちが社会

性やコミュニケーシ

ョン能力等の生きる

力を身に付けるため

の取組、考え方が優れ

ているか。） 

Ｂ 

次のすべてに該当する。 

 ×２  ６ 
様式 

８-３ 

 社会との接点が少ない子どもたちの現状

や課題を十分理解している。 

 社会との接点を持って生きる力を身に付

けるための講座や課外活動が、具体的か

つ実効性がある。 

Ｃ Ｂの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ 全く該当しない。 

(4) 高等学校等定着

支援の取組について 

（高等学校等へ進学

した子どもたちの社

会的自立に向けた取

り組みが優れている

か） 

Ｂ 

次のすべてに該当する。 

 ×２  ６ 
様式 

８-４ 

 中退防止のための支援の取組や方法が、明

確かつ実効性がある。 

 高校生等の社会的な自立に向けての支援

について、明確かつ実効性がある。 

Ｃ Ｂの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ 全く該当しない。 

３ 

業
務
実
施
体
制 

(1) 業務実施体制の

考え方や計画につい

て 

（職員の確保や配置、

支援スタッフの確保

や指導・育成に対する

考え方が優れている

か。） 

Ａ 

次のすべてに該当する。 

 ×２  10 
様式 

９-１ 

９-２ 

 実施方針や運営の考え方を踏まえた職員

の確保や配置が、具体的かつ実効性があ

る。 

 支援スタッフの確保のための計画が、具体

的かつ実効性がある。 

 支援スタッフへの指導・育成の考え方が、

具体的かつ計画的である。 

 職員、支援スタッフの研修計画が、具体的

かつ実効性がある。 

Ｂ Ａの中で、いずれか２つ～３つに該当する。 

Ｃ Ａの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ まったく該当しない。 

４ 
業
務
実
施
上
の
管
理
運
営
体
制 

(1) 業務実施におけ

る管理運営の考え方

について 

（区役所との協働、連

携、対象者や保護者の

意見等の把握、リスク

マネジメントの考え

方が優れているか。） 

Ａ 

次のすべてに該当する。 

 ×１  ５ 
様式 

10-１ 

 区役所との協働、連携に対する考え方が適

切である。 

 対象者や保護者の意見、要望の把握、苦

情等に対する対応方法が優れている。 

 事故防止等のリスクマネジメントについ

ての考え方及び計画内容が適切である。 

Ｂ Ａの中で、いずれか２つに該当する。 

Ｃ Ａの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ まったく該当しない。 

(2) 個人情報保護管

理やプライバシーの

配慮の考え方につい

て 

（個人情報保護管理

や個別学習支援、相談

支援時のプライバシ

ーへの配慮の考え方

が優れているか。） 

Ａ 

次のすべてに該当する。 

 ×１  ５ 
様式 

10-２ 

 個人情報保護等の情報管理についての考

え方及び計画内容が適切である。 

 個別学習支援時の対象者のプライバシー

への配慮の考え方が適切である。 

 相談支援時の対象者や保護者のプライバ

シーへの配慮の考え方が適切である。 

Ｂ Ａの中で、いずれか２つに該当する。 

Ｃ Ａの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ まったく該当しない。 

 

 

 

 

 

 



項目 評価 基準 
評価 

(ＡＢＣＤ) 
重要度 

評価 

点数 
最高点 

判断 

材料 

５ 

収
支
予
算
書 

(1) 収支予算につい

て 

（業務を安定的に実

施できる収支予算で

あるか。） 

Ｂ 

次のすべてに該当する。 

 ×１  ３ 様式11 

 提案内容と事業費のバランスが取れ、効率

的な事業の執行が見込まれる。 

 人件費、事業費等の必要経費が妥当な内

容である。 

Ｃ Ｂの中で、いずれか１つに該当する。 

Ｄ まったく該当しない。 

 

合計 / 75   

 


